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令和 7 年度 太宰府市立学童保育所申請案内 
 

1.学童保育事業の概要 
【設置者】   太宰府市（市役所担当窓口︓健康福祉部 保育児童課 児童福祉係） 

【運営者】   市が指定する民間運営事業者 

【対象児童】 放課後の時間、保護者が就労等の理由で、 

         家庭での保育が十分に受けられない太宰府市立小学校に在籍する 1〜6 年生 

【閉所日】   日曜日及び国民の祝日、お盆（令和 7 年 8 月 13 日〜15 日）、 

         年末年始（令和 7 年 12 月 29 日〜令和 8 年 1 月 3 日）、 

         小学校が休校となったとき ※台風等の自然災害、インフルエンザ等 

【開所時間】 

区分 開所時間 延長時間 

平日 放課後〜午後 6 時 午後 6 時〜午後 7 時 

全ての土曜日 午前 8 時〜午後 3 時 午後 3 時〜午後 6 時 

体育大会等の代休日等 午前 8 時〜午後 6 時 午後 6 時〜午後 7 時 

 

2.入所申込方法 
【申請書類】 

◆ 学童保育所入所申請書兼児童台帳（児童 1 人につき 1 枚）  

◆ 証明書類（下記表に記載している書類のいずれか）  

※原則として世帯全員分の提出が必要ですが、65 歳以上の祖父母の分は不要です。 

◆学校生活管理指導表（写し可、アレルギーがある児童のみ提出） 

証明書類について 
申請理由 証明書類 注意事項 

就労 就労証明書 

・原則、証明日が 2 か月以内のもの 

・弟妹の令和 7 年度保育所等手続き分の写しでも可 

・勤務開始前の場合は内定通知書でも可 

出産 母子手帳の写し ・産前産後 8 週の期間に限り入所できます。 

病気療養 
申立書 

医師の診断書等 

 

介護 
申立書 

医師の診断書等 

 

通学 在学証明書 ・入学前の場合は合格通知書でも可 
申請書等の様式は、太宰府市のホームページからダウンロードまたは市役所保育児童課、各学童保育所で配布しています。 
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【入所期間と申請受付期限】 

◆通年入所︓令和 7 年 4 月 1 日〜令和 8 年 3 月 31 日 

        当初申請                       申請期限 令和 6 年 12 月 27 日（金） 

        中途申請（定員に空きがある場合のみ入所可能） 申請期限 入所希望日の 7 営業日前 

◆長期休み︓春休み 4 月                     申請期限 令和 6 年 12 月 27 日（金） 

         夏休み                        申請期限  令和 7 年 6 月 12 日（木） 

         秋休み                        申請期限  令和 7 年 8 月 22 日（金） 

         冬休み                        申請期限 令和 7 年 10 月 31 日（金） 

         春休み 3 月                     申請期限  令和 8 年 1 月 22 日（木） 

【提出先】  

◆太宰府市役所 保育児童課児童福祉係(13 番窓口) 

 〒818-0198 福岡県太宰府市観世音寺一丁目 1 番 1 号 ※郵送の場合必着 

◆在籍している各学童保育所 ※郵送不可 

 

３.利用料金について                                             
区分 利用料金（月額） おやつ代（月額） 合計 

通年入所 5,800 円 1,700 円 7,500 円 
※欠席や早退での保育料の変更はありませんのでご了承ください。 

◆月途中の入・退所時、入所決定期間×日額230円(1か月の上限は5,800円)で算定となります。 

◆おやつ代の日割りはありません。 

◆長期休み期間の利用料金・おやつ代は別途入所決定後にお知らせします。 

◆前年の所得税が非課税とみなせる世帯などについては、保育料の助成制度がありますので入所決定後に申請してく

ださい。 

【延長保育料】 

区分 利用時間 料金 申込方法・納付方法 

月額 (平日) 

午後 6 時〜午後 7 時 

(土曜) 

午後 3 時〜午後 6 時 

(平日)1,000 円/1 人 

(土曜)1,000 円/1 人 

・「学童保育所延長保育利用届」を 7 営業日前(土曜日は除

く)までに提出していただき、手続き完了次第、保育料と一緒

に口座振替となります。 

※ご利用がなくても返金はいたしませんので、ご了承くだい。 

日額 
(平日)150 円/1 人 

(土曜)450 円/1 人 

・各学童保育所へご連絡ください。 

・日額での延長料金は翌月引き落としとなります。 

※通常保育時間を過ぎた場合は延長保育利用とさせていただ

きます。ご了承ください。 
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4.利用料の納付方法 
利用料の納付方法には口座振替となります。詳細につきましては入所決定後にお知らせいたします。 

 

5.その他の注意事項   

【降所方法及び注意】 

◆自主降所は、太宰府市全学童保育所統一とします。 

3 月〜１０月 （平日）午後５時自主降所      （土曜日）午後 3 時自主降所 

１１月〜２月 （平日）午後 4 時３０分自主降所 （土曜日）午後 3 時自主降所 

◆自主降所時間を過ぎての降所は保護者のお迎えが必須です。 

◆お迎えの場合は原則、保護者様のお迎えに限ります。何らかの事由で保護者様以外の方が迎えに来ら

れる場合は、必ず事前に学童保育所にお知らせください。 

◆一度、降所された場合、再登所は原則不可となります。 

◆お迎えは、時間厳守でお願いいたします。 

 

【おやつ】 

◆物価高騰等の理由により、令和 7 年度よりおやつ代が 1,650 円から 1,700 円に変更となります。 

◆令和 7 年度よりおやつのアレルギー対応を開始いたします。 

※アレルギーのお子様につきましては、医師が発行する「学校生活管理指導表（写し可）」を入所申請

書等と一緒に提出をお願いいたします。担当栄養士が後日ご連絡いたします。 

◆食物アレルギーの程度によっては おやつの持ち込みをお願いする場合があります。 

◆おやつ代の返金はできかねますのでご了承ください。 

◆おやつの提供は在籍期間のみに限ります。 

◆食べなかったおやつは当日中に保護者が取りに来られた場合のみ持ち帰りが可能です。 

 
【その他】 
学童保育所のルールや持ち物等の詳細については、入所決定後に改めてお知らせいたします。 
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学童保育所一覧 

学童保育所 所在地 

太宰府第一学童保育所 太宰府市連歌屋 1 丁目 2 番 2 号(学校内裏門近く) 

太宰府第二学童保育所 太宰府市連歌屋 1 丁目 2 番 1 号(学校北棟内 3 階) 

太宰府東第一学童保育所 太宰府市青山 3 丁目 4 番 1 号(学校内運動場入口) 

太宰府東第二学童保育所 太宰府市青山 3 丁目 4 番 1 号(小学校 敷地内) 

太宰府東第三学童保育所 太宰府市青山 3 丁目 4 番 1 号(小学校 敷地内) 

太宰府南第一学童保育所 太宰府市高雄 2 丁目 3855 番地(学校開放棟内) 

太宰府南第二学童保育所 太宰府市高雄 2 丁目 3855 番地(ﾌﾟｰﾙ横 1 階) 

太宰府南第三学童保育所 太宰府市高雄 2 丁目 3855 番地(ﾌﾟｰﾙ横 2 階) 

水城第一学童保育所 太宰府市観世音寺 3 丁目 13 番 2 号(学校内裏門近く) 

水城第二学童保育所 太宰府市観世音寺 3 丁目 13 番 1 号(第一学童横 1 階) 

水城第三学童保育所 太宰府市観世音寺 3 丁目 13 番 1 号(第一学童横 2 階) 

水城西第一学童保育所 太宰府市向佐野 90 番地(学校内ﾌﾟｰﾙ横) 

水城西第二学童保育所 太宰府市向佐野 90 番地(学校内ﾌﾟｰﾙ横) 

水城西第三学童保育所 太宰府市向佐野 90 番地(学校特別教室棟前(英語ﾙｰﾑ横)) 

太宰府西第一学童保育所 太宰府市大佐野 4 丁目 6 番 30 号(学校南棟前中庭) 

太宰府西第二学童保育所 太宰府市大佐野 4 丁目 6 番 30 号(小学校 敷地内) 

太宰府西第三学童保育所 太宰府市大佐野 4 丁目 6 番 30 号(小学校 敷地内) 

国分第一学童保育所 太宰府市国分 5 丁目 29 番 7 号(学校前 公園隣) 

国分第二学童保育所 太宰府市国分 2 丁目 10 番 1 号(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ内 1 階) 

国分第三学童保育所 太宰府市国分 2 丁目 10 番 1 号(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ内 2 階) 

 

問合せ先 

太宰府市役所 保育児童課 児童福祉係(13 番窓口) 

〒818-0198 

太宰府市観世音寺一丁目 1 番 1 号 

TEL︓092-921-2121(内線 316・318)  

 


